
166

西大寺 ・秋篠寺相論絵図解読試論

藤 出 裕 嗣*

AnAttempttoUnderstandSaidaijiAkishinoderaSouronEzu

HirotsuguFUJITA

は じ め に

近年歴史地理学においても絵図研究が盛んになった.中 世に描かれた荘園絵図を対象 と

するものに限定すると,従 来の研究が景観復原の際に参考にする形で絵図を取 り扱ってい

たのに対 して,最 近の分析視角の特徴は,あ くまで絵図そのものを分析 し,空 間認識の問

題にまで立ち入る点にある.

絵図その ものを研究する手順としては,ま ず,(1)絵 図が作成され,利 用された経緯を解

明 し,(2)絵図を図像という記号で満たされたテクス トとみな して,図 像群のパ ラダイム

(範列)と シンタックス(統 辞法)を 明らかにする.更 に可能であれば,(3)絵 図に埋め込

まれた世界像を解明する,と まとめられている.D

このような手順をとった研究は,同 一の土地を描 く複数の荘園絵図を対象とする場合,

比較的容易であるといえよう.と いうのは,ま ず,(1)の 作成時期を探る際に,次 のように

考えられるからである.っ まり,同 一一の土地を描いている複数の絵図間で,記 号化する際

対象となる諸地物は,同 時代においては共通で,変 わらないはずである.に もかかわらず,

記号化された図像が若干の相違を伴っている場合がある.極 端には,あ る地物が一方の絵

図では記号化 されて描かれ,他 方で描かれないこともある.こ れは,各 絵図の主題が異な

るか らであると解釈できる場合が考えられる.そ れを検討 していくことによって,各 絵図

の主題が吟味でき,そ の主題が描かれるにふさわしい作成時期が推定できるのである.こ

の検討の前に,複 数絵図間で図像を比較する作業を行なうというわけである.

例えば,2枚 が残る近江国葛川絵図にっいて従来は一方が他方の ド絵とされていた.そ

れに対 し,各 絵図の構成を問題にし,図 像を子細に比較 ・検討して各々の主題を探る作業

によって,一 方の絵図が,他 方を描 く際の下絵とされる以前に,一 定の機能を果していた

ことが最近明らかにされた.2)神 護寺絵図 ・高山寺絵図の検討において も筆者は同様の作

業を行ない,各 絵図の作成時期を推定した.i)

このような作成時期の検討は,前 記(1)～(3)の研究手川頁のうち,そ れ自体が(1)に当たるだ

けには留まらない.(1)の 検討を行なう前段階の作業としての構成の問題が②の図像群の統

辞法に通 じるのみならず,図 像の相違や地物を図像 として記号化する際の取捨選択の問題

は図像の範列の吟味 と密接に関連するからである.さ らに,(3)の 絵図に埋め込まれた世界

像が,複 数の絵図の比較 ・検討によりいわは対照的に明らかにされた例を既に我々は持っ
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表1.西 大寺蔵 ・旧蔵絵図 一覧

番
口
写

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

絵 図 名

西 大寺 ・秋篠寺相 論絵図(そ の1)

同L(そ の2)

同 上(そ の3)

京北班 田図(西 大寺本)

同 上(東 大本)

西 大寺往古敷地 図

西大寺敷 地図(そ の1)

同L(そ の2)

同 一一ヒ(そ の3)

大 和国添下郡京北条 里図

大 和国西大寺辺 四陵所在条里 図

西大寺寺 中曼陀羅 図

西 大寺伽 藍絵図

西大寺 中古伽 藍敷 地並 現存堂舎坊院図

南都西大寺 中古 伽藍図

注1)西 岡虎之助編r日 本荘園絵 図集成』r_・ 下(東 京堂 出版 、1976・1977)で 付 された

絵図番号

2)奈 良六 大寺 大観刊行会r奈 良六大 寺大観 』第14巻(西 大寺全)(岩 波書店 、1973)

に○ は所収 、 一は所収 されて いない絵図

3)Aは 西 大寺蔵 、Bは 西大寺 旧蔵 、現在 は東京大学文学部国史研究室蔵

1) 2) 3)

作成時期 荘園絵 六大寺 所蔵
図集成 大観

) 本文参照 no56 ○ B

) 本文参照 57 一 B

) 本文参照 一 0 A

鎌倉時代 一 ○ A

4の 写 し? 28 一 B

未 詳 26 一 一 B

弘安3(1280) 47 一} B

鎌倉中期? 48 一 B

1263年 以 後 49 一 B

鎌倉末期? 69 一 B

室町時代? 新61
一 B

室町時代 一 0 A

1698年 写 し 一 0 A

院図 1698年 作成 一 } B

中世?
一 一 A

ている.4)

さて,南 部七大寺の一つ西大寺には,表1に 示 したように数点の古絵図が現蔵 されてい

るが,旧 蔵分も含めれば,鎌 倉末期に起 こった秋篠寺との境相論に直接関係する絵図が3

点残 っている.5)

この3枚 の相論絵図(表1,絵 図1～3)に っいてはまず藤田明が西大寺 と秋篠寺の相

論の経過を検討する中で,「 口絵の説明かたがた略説を掲 ぐ」ものであるとはいえ,い ち

早 く絵図1を 紹介 した.6)そ の後,関 野貞が主に京北班田図(表1,絵 図5)を 用いなが

ら京北条里と平城京の条坊制,と くに北辺坊との地理的関係を問題にする中で考察の材料

に加えている.7)関野 と有名な論争を行なった喜田貞吉はこの問題にっいて も関野の学説

を批判 している.8)京 北条里と北辺坊 との関係に関する研究を集大成 したのが大井重二郎

である.9)

これ らに対 し,太 田順三は,相 論絵図が作成 される契機となった西大寺 と秋篠寺との正

安か ら文保にわたる相論の経過を本格的に辿 っている.し かし,彼 の関心の中心は,こ の

相論を西大寺による領域的支配の確立へ向けた一連の動きの中で起 こったものと捉え,農

民的土地所有の進展と対比するなかで相論を検討するところにあるため,相 論絵図にっい

ては参考程度に考察の対象に加えているにすぎない.10>さらに,橋 本義則は称徳天皇(「 本

願天皇」)山荘(跡)を 考察するのに,主 にそれを描 く絵図を用いて行なっている.そ の

中で,絵 図2・3が 比較的成立が古い点に注目し,絵 図に盛 られた主張にも留意 しながら

作成年代などを論 じている.m

本稿の課題は,こ れ らの研究の成果の上に立脚 しっつ,あ くまで絵図そのものに注目す



168 奈 良 大 学 紀 要 第16号

る立場から,3枚 の絵図の図像を比較検討 して絵図の作成時期を確定 し,絵 図の解読を進

めることである.そ して,可 能な限り世界像 ・空間認識の問題にもアプローチしたい.

1.西 大寺 ・秋篠寺正安～文保相論の経過

3枚 の絵図が作成 される契機となった西大寺と秋篠寺との相論は,14世 紀初頭の正安か

ら文保にかけて闘わされた.絵 図の作成時期を考察する基礎作業として,そ の経過を簡単

にみておこう.

相論の詳 しい経過は西大寺文書に残された数点の史料か ら辿ることができる.そ れを表

2に 示 した.12'これらは,IE安4(1302)年 ～徳治2(1307)年 の第一期と正和5(1316)

年～文保元(1317)年 の第二期とに大きく分けられる.13)

絵図との関連で問題にすべき点のみをここでは指摘することにしたい.

第一期のうち正安の相論で争点になったのは 「山池所務篇」であり,双 方が所進 した絵

図が参差 したことが注目される.次 に,嘉 元の相論では1)秋 篠寺敷地寺山,2)西 大寺

山を除 く薪林など11カ所の山林,3)喩 伽山寺と阿弥陀山寺の2力 末寺跡旧領,「 谷谷田

畠」,が 問題 にされている.

そして,第 二期では数回にわたって秋篠寺が悪党行為を行なっている.そ の対象は,大

川 ・押熊→十五所明神など→興正菩薩関係→茶薗と推移 している.

これ らの ことを踏まえて次に絵図の作成時期を問題にする.

n.作 成時期

本章では3枚 の絵図に描かれた図像や文字注記を比較するとともに,前 章でみた相論の

複雑な経過の中で各々の段階で闘わされた双方の主張を絵図の中に見いだすことによって,

各絵図の作成時期にアプローチする.

まず,対 象とする相論絵図(表1,絵 図1～3)を 観察する必要がある.こ れらのうち,

荘園絵図の一般的写真集であるr日 本荘園絵図集成』に所収されている絵図1・2は それ

を見ていただ くこととし;4)所収されていない絵図3は176頁 に写真を掲げた.そ して,図

1,3,5に 各々の トレース図版を示 した.ま た,表3で 各絵図にっいて文字注記や図像

表現で記載された地名 ・地物を比較 した.

まず,絵 図1を 見ると,端 裏書に 「秋篠寺所進絵図 秋篠 ヨリ西大寺令進絵図」とある

上に,元 は巻軸の題箋と思われる部分に 「謹論仁付従秋篠寺,西 大寺江所進絵図」と記さ

れており,秋 篠寺が作成 したものであることが明 らかである.

さらに,左 上隅の貼紙の部分に記されている文字注記(図1参 照)15)は,双 方よ り提出

された絵図を比較 して相違 している点を摘出 し,そ れを事情聴取によって確認 した結果が

記されていると考えられる.さ きほど前章で相論の経過を辿ったときに,正 安相論におい

て双方の所進絵図が相違 したため,院 使が実検 したところ西大寺側の絵図が正 しいと確認

されたことをみた(表2も 参照).貼 紙の部分はこの院における審理の過程が記 されたも

のと考えても矛盾はない.16)

この貼紙の他に,こ の絵図には図1で 図郭外に示 したように5カ 所に付箋が付されてい

る.現 状は図の通 りであるが,付 箋の内容から言って元は◎と④はKの 今池に,㊨ と◎は

Jの 赤皮田池に付されていたと考えられる.ひ らがなの◎と㊨は秋篠寺側の主張が,ま た,

かたかなの④@◎ はそれに対する西大寺側の答弁が記 されている(⑪ に当たるものは現在

ないが,そ の存在を想定できるかもしれない).す なわち,こ の付箋には院の審理の過程
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表2.西 大寺 ・秋篠 寺正安～文保相論の展開過程

年 代 西暦 記 事

康平7 1060 秋篠寺は秋篠山 という旧名 を隠 し、大 山田とい う新号、 「通漫 の四至」

を掠め、西大寺領秋篠山 を奪お うとす るが、管領で きず。

承徳元 1097 秋篠 寺は 「通用宣 旨」を望み、 自 ら康平官符 を破棄す る。

大治 1126 秋篠寺 は宣 旨を掠め申 し、 「山毛通用の宣 旨」を下 されたの に対 し、西
～

大寺側 は機会 を待つ。

文暦 1234 秋篠寺 「通用の儀」を破 り、林を11カ 所取 り、 「私籠山」 と称 して西大
～

寺樵夫 を入 らせ ず。

正安 1299 秋篠寺 は残 る 「山池等 」の 「一 円之儀」を企て、悪行す る。遂 に西大寺
～

が幕府 に訴え ると刃傷狼籍 に及ぶ。

正安4 1302 幕府は秋篠寺の悪行 を停 止 し、 「聖 断」を仰 ぐべ しとの御教書 を9月 に

出 す 。

西大寺は 「山池所務篇」 につ いて秋篠寺 の狼籍 を院 に訴え、 「通 用之儀」

の停 止を求め る。訴陳対問、両方所進絵図参差に よ り院使が下向 して実

検 した ところ西大寺側が相違 な しと認定 され る。
=±2一 一

嘉兀兀 1303 8月 「秋篠 山西大寺 進止事」 との内容の院宣 によ り戌亥山一千 町は基本

的 に西大寺が領有権 を持 つが、 「柴薪通用」 として秋 篠寺 も用益権を持

ち、 と くに秋篠寺寺 山は檀木 乳木 料所 として領有権 も認め られ る。西大

寺は不満で もこの決定 に したが う。10月 西大寺 は1)秋 篠寺敷 地寺 山の

相手方の領有 と2)そ の他11カ 所薪林以下千 町の通 用 も認 めるが(西 大

寺寺山を除 く)、3)秋 篠 山の 下地 を初めニ カ末寺の 旧領 と 「谷谷 田畠

方方 山子 等」は西大寺の一 円之地で あると主張す る。11月 太政官符で認

め られ る。12月 院が秋篠寺狼籍 につ き幕府 に預 ける。

嘉元2 1304 幕府秋篠寺狼籍人配流を命じる。

徳治2 1307 秋篠寺 「山池等事 」について越訴 したが認め られず。

正和5 1316 秋篠寺側 は11月3日 寺領 の大川 ・押熊の土民が抑留 した年貢を責め取 る

べ しとの後伏見上皇 の院宣 を得 る。11月7日 実行 し、12月5日 には西大

寺付近の十五所明神や郷民 の家屋 を壊 し、僧堂を焼 く。

7日 に西大寺は これ を院 に訴 え、10日 に実検 、19日 に院宣が召 し返さ

れ、秋篠寺の狼籍 に対す る停止が命ぜ られる。

文保元 1317 西大寺は秋篠寺が郷民の所持物を奪取し住宅を焼き払った行為を訴え

る 。

これに対 し、秋篠寺は6月 に西大寺領の冷松を取 り、 「興正菩薩為寺」

築構 した池樋 を打ち破 り、樵夫の所持物 を奪い、山中 に入れず。 さ らに

西大寺付近 の郷民等 の住 宅を襲い、鎮守神木を伐 り取 り、茶薗 ・柿等を

伐 り払 う。7月 には福益領 内田畠 ・鎮守八幡社神田に点札を立て るな ど

悪党行為 を続 ける。

西大寺 はこれ らの秋篠寺 の悪行 を訴え る。

元享3 1323 西大寺領戌亥山・谷谷田畠を律家の進止とする後醍醐天皇の輪旨が出さ

れ る。
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トの1絵図

 

1図

付箋は争点 に関わる箇で 聴 取 され た 双 方 の 主 張 が 記 され て い る と考 え られ る.17)そ こで,

⑤ と◎ と④,

 

)2(も に,

 

と

の二 っで あ る こ とが わ か る.

と

工

堺

所 △冊

⑤の西大寺の北

 

)1(その争点とは所 に 置か れ て お り,
二
=
ロ当「赤皮田池とその周辺の朱線で囲まれた@の 今 池,

正安相論の際前 章 で み た よ う に,こ とが この 絵 図 の 主 題 で あ った と言 え る.これ らを描 く
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図2絵 図で描き分けられた土地分類

問題になった争点は 「山池所務篇」であ り,(2)と 一致する.

これらのことから絵図1は まさしく正安相論に合致する内容を持 っていることがわかる.

絵図1は,秋 篠寺側がおそらく正安相論時に作成 したものであろう.

正安相論で問題になった 「山池所務篇」が具体的にどこを指すか文書史料か らは不明で

あるが,こ の絵図からすれは,「山」とは 「当論所」の部分であり ,「池 」とは今池,赤

皮田池であると考えられる.

次に,絵 図2を 検討する.こ の絵図ではそのほほ中央に喩伽山寺跡 と阿弥陀山寺跡の記

載とともに西大寺山の文字注記がみられる.と くに 「西大寺山」はニカ所に記されている
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図4絵 図2に おける記載方 向の 分布

ほか,同 様にニカ所に注記が施されている 「内山」 もこれと同種の性格を持つ山であると

考えられる(図3参 照).こ れらのニカ末寺 と西大寺山が問題になったのは ,嘉 元相論で

あった・既に太田が指摘するように,18)西大寺山の周囲に記された菅原山 ,鳥 見山,敷 地

山,東 山は,西 大寺が秋篠寺側の用益権を認めた薪林以下11カ 所の山林の一部なのであろ

う.そ こで,絵 図2は 嘉元相論時におそらく西大寺側が作成 した ものと推定できる.19)

最後に,絵 図3は,図5に も示 したように3カ 所に正和5年11月 か ら12月にかけての秋

篠寺側の悪党行為を記 した文字注記があり,正 和5年12月5日 以降に西大寺によって作成

されたことが明らかである.し かし,橋 本の指摘のように,2・)茶薗の文字注記(図5でR
の記号を付 した)は 他 とやや異なって肉太な感 じを受けることは否 めない(写 真参照) .

茶薗への悪党行為が翌年の文保元年6月29日 であることを勘案すると,こ の部分は6月 以

降の追筆である可能性が高い.

さらに,上 限を狭めるとすれは,文 保元年6月7日 に打ち破 られたと史料2Dに 見える興
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表3.絵 図1～3が 記載す る地名 ・地物の比較 とその現地比定

地名 ・地物 絵図1 絵図2 絵図3 比定 現在 地名 ・地物 絵図1 2 3 比定 現在

相 楽 川 n 0 X A 山田川

押 熊 「在家 」 0 ○ B 押 熊 敷地山 0 X

大川(集 落) 「在家1
「大川
中山」

o* C 中 山 東 山 0 X 0 押熊・秋篠村小字東山

西大寺領戌亥山 0 0
一千町

鳥 見 山 ○
cf鳥見郷、上・
中・下鳥見庄

大 川 (「大道」) 0 X D 秋篠川

内 山 「野山」 ニカ所

四王堂谷 ○ 「堂」?

四王之辻 0

辻 地 蔵 0 E
通称辻堂の西
に地蔵寺

西大寺山 {1讐翻 ニヵ所
「西大寺之

山林」

永 谷 0
秋篠川中

ノ谷?

西大寺末寺 0 0 秋篠寺 0 0 O P

喩伽山寺跡
〃

X

0 0 F
注24)、秋篠村
小字阿弥陀谷

阿弥陀山寺跡 X

御修法料田 O

大般若田 O

八王子社 △杜? 0 0 注26)

弁 才 天

本願御社

△杜?

△杜?

0

0

0

0

西大寺小字

}
弁財天
注25)

御修法料田 O

本願天皇御山荘跡 0 0 G 池あ り、注24) 溝 ○ JQ

興正菩薩御墓 0 0 H 谷 0

池 ○ 0 1
鎮物師池
注24) 茶 薗 O R

西大寺村小字
茶山北辺四坪
一坪

赤皮田池 ○★ 0 X J
西大寺林小字
赤田、注25)

十五所大明神 △杜? 0 o* S 十五所神社

興正菩薩御興行之池 「今池」★ O「池」 0 K 菖蒲池 相博地 O

(集落) X 0 ○★

北樋 ・南樋 ○★ X 0

大 道 O
　 一 X LP 旧三坊大路→ T

菅 原 山 0 M 菅原村飛池 秋篠寺南堺 ○★

鎮 守 0 N 八幡神社 京内一条 O* 0 「一条」 TU

一二 条
0

「南北

大 道 0 ? X 西大寺 0 「与中」丘丁 V

東西
三丁」〔凡 例〕 ○ 文字注記などの記載あ り

△ 文字注記はないが、図像が描かれている

× 明らかに記載な し

★ 主張を記した長い文字注記を伴う

(注)ほ ぼ東西走する 「京内一条」の道TUで 表の上下を、 「秋篠寺」より南下して旧三坊大路につながる 「大道」LPで

表の左右を分け、それぞれの位置に従 って配置した。

現地比定の記号は図7と 対応、図2,4,5と も対応す る。

正菩薩構築の 「寺池(K)樋 」は,絵 図で 「西大寺之山林」を表 していると考えられる切

株状の図像との関連か らみて,当 初から予定された図像表現と見な しうる.そ の下にある

「打榔刃傷所也」との文字注記は,史 料の記載上同 日と考え られる秋篠寺側の悪党行為
　 　

「一一,奪 取 樵 夫 等 所 持 物,打 榔 寺 民,都 不 入 立 山 中 」 との 関連 で記 され た もの で あ ろ う.

この 史 料 に 見 え る 「山 中 」 こそ,絵 図3に 記 され た 「西 大 寺 之 山 林 」 を 指 す 可 能 性 が あ

る.

以 上,こ の 絵 図 は,正 和5年12月5日 以 降,更 に 言 え ば 翌 年6月7日 直 後 に一 旦 作 成 さ
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図5絵 図3の トレース図 と現地比定

れ たの ち,6月29日 以 降 に更 に追 筆 され た と い うの が こ こでの 一 応 の 結 論 で あ る.

皿.現 地比定

本 章 で は 絵 図 分 析 に お い て も基 礎 的 な 作 業 で あ る現 地 比 定 を 行 な う.

3枚 の 相 論 絵 図 は お お よ そ北 は 山 田 川 か ら南 は 西 大 寺 まで を 描 いて い る.こ れ らの 範 囲

の 山林 が,相 論 の 対 象 とな った 「戌 亥 山一 千 町 」(一 「秋 篠 山 」22))な の で あ ろ う.こ れ

らの 地 区 は 図6に 示 した5万 分 の1地 形 図 に み る よ う に近 年 都 市 化 が 進 み,山 林 の 開 発 や

地 形 改 変 が 著 しい.そ こで,図7に 明 治18年 測 量 の2万 分 の1地 形 図 を 掲 げ た.

まず,主 に 明 治22年 作 成 の 地 籍 図 を 基 に して 小 字 地 名 を 採 集 した.図7に は秋 篠 村 域 の

み 示 した.さ らに,天 保14年 秋篠 村 ・本 郷 村 絵 図23)を 使 って 小 字 以 下 の レベ ルの 地 名 も調

査 した.煩 項 を避 け るた め,そ の一 部 の み 図7に 表 す.

これ らの 地 名 を参 考 に し,さ らに若 干 の 現 地 調 査 も行 な って,相 論 絵 図 に記 載 され た 地

名 ・地物 を現地 比 定 した.そ の 結 果 は同 じ く図7に 示 した.図 中 の ア ル フ ァベ ッ ト記 号 は,

表3,図2,図4,図5に 対 応 す る.

E,G,Nの 記 号 を付 した 阿 弥 陀 山寺,本 願 天 皇 御 山 荘 跡,鋳 物 師 池 につ いて は 既 に発

掘 調 査 が行 わ れ て い る.24)ま た,こ の う ち 山荘 に付 随 した弁 財 天,本 願 御 社 は 表1の 絵 図

14等 に も記 され て お り,比 定 に 関す る 論考 が あ る.25)

他 に現 地 比 定が 困 難 な もの もあ る が,26)そ れ 以 上 に問 題 な の は3枚 の 絵 図 に 記 され て い

る 「(京内)一 条 」 の 道 で あ る.一 一条 は,先 述 の よ うに絵 図1で 示 さ れ た 争 点 の(1)で

あ り,秋 篠 寺 は寺 域 の 南堺 で あ る と主 張す る の に 対 し,西 大寺 側 は そ れ よ り北 一 町 の と こ

ろが 堺 だ と して 対 立 して い た.京 内一 条 とは一一条 北 大 路 の こ とで あ る と従 来 考 え られ て き

た.27)こ れ は,西 大 寺 の 寺 域 が 判 明 す る最 も 古 い 史 料 で あ る宝 亀11(780)年 の 史 料28)に

見 え る 西大 寺 の北 堺 と も一 致 す る.し か し,絵 図2を 見 る と,京 内 一 条 は,興 正 菩 薩 御 墓
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H,池1よ り南 に記 さ

れ て い る が,実 際 は一

条北 大 路 に比 定 で き る

線 の方 が北 に あ る.こ

の...:r｠:y｠を埋 め る には,

絵 図2の 京 内 一 条 を,

一 条 北 大 路 よ り2町 分

南 に下 げ,西 大 寺 寺 域

Vに 北 接 す る道(図7

で 里 道 を 表 す 二 重線)

と考 え ざる を得 な い.

これ が妥 当で あ る とす

る と,絵 図2で 京 内一

条 の北 に描 かれ て い る

集 落 は現 在 の 西 大 寺 小

坊 町 に比 定 で き る こと

に な る.29)図7で は 一一

応 一 条 北 大 路 に比 定 し

て お いた が,上 述 の よ

う な問 題 が あ る こ とを

こ こで 指 摘 して お き た

い.

この 点 は いず れ に せ

よ,図2・4と 図7で

比 定結 果 を相 互 に比 較

す れ ば,絵 図1・2と

も押 熊B,中 山C以 北

が 大 幅 に圧 縮 され て 描

か れ て お り,主 題 は そ

れ 以 南 にあ る ことは 自

ず と明 らか にな ろ う.

この 事 情 は 山 田 川 を 描

か な い 絵 図3も 同様 で

あ る.
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図6絵 図1～3が 描 く地区(昭 和60年 発行)

IV.絵 図の解読

本章では絵図の図像についてその範列と統辞法を問題にする.第2章 で辿った複雑な相

論の経過の中で,微 妙に変化 した争点と双方の主張を踏まえて,絵 図に盛られた作為を読

みとる.こ れらの作業によって絵図の解読を進める.さ らに,絵 図に埋め込まれた世界像

にもできる限 りアプローチしたい.

まず,絵 図1の 主題は,第2章 で(1)西 大寺の北境,(2)今 池 ,赤 皮 田池とその周

辺の朱線で囲まれた 「当論所」,の 二つを描 くことであると指摘 した.こ れを絵図の構図



178 奈 良 大 学 紀 要 第16号

蓮華撃
淵

.

Ψ

・

駈
96

」

獲
;

ぞ難
覇

　
繍

熱

磁
麟

纏
隷

該

馨

旧

へ

　

へ

灘
講

ヲ

,ρ

'

,

b

難.

燃製鞭
饗隷

馨 輕灘 難馨謹鰺i藁櫻 難
灘'-鷲 っ藝這1'護1・:華磁 伽

1蕪灘
鍛
繊

難
蕪
懸
灘
懸

鎌

羅(//

f撚

懸
・'i隷

一

導 、・.晶 忘』一

難

0

重
7
」
「

難 1km一
饗雛 嵩 .

難灘 驚 灘一籔
蒔 …;w

a
.多～:聲;・"

・噛 ・i纏 霧 .

糖.:雛

、
、

。

軸

麟

　D

w

・,
『

ぴ

曹

顧

ら

コ
の

・

・
、

披

.

・
.

レ

竜

・
い

、、
、

、で鯉
`

』

ロハ

ら

ゴ
の
　

ロ

羅

蒲

,

,
鰹

韓

"

鰯

難

ii‡講.;
li:薮篶 酸

脅6覧 、璽

一7 ,霞
..メ三、甥 纂r-

'難 遡aの ≒SFr
i¥.;;1:捨 一・'一 灘!欝

錨 一

バ
穀

諜

・1・舞 霧 一・ ≧

灘灘難

灘講鍵
乏ノ

轍'繋

・.製翻 翻 饗'灘 醸 ・;ぎ∵膚∴蕉
!l:1;'=渥lii≡ 憩"ぎ7二
込望ノ髄㌦..,

セ 　T∵ 林ギ

1;繕黙

礁

斐

繍

.

繋

・
羅

欄…

、
'

・

熱

、
店

ア

る

ゐ

　

カ

セ

ら

一.指
憲

螺

.》

・

恥
・

謬

:

・.黙

ざ

、
門、
、

,

、

…露

、羅

"
蓼

懸

-＼

貸

'
算

佃
.

.

.㌔

.

.

鋸 黛瑳
・ げ ノ彰 鶴2"

'

.多

、≧欝 鱗

蕩…i養轍1

難 難.

灘 ・或二
＼

撫蠣 繕難

欝
羅

.

葺

!

.
一

に

ヘ

ン

リ

サ

ど

ウ

ひ灘
蜘 蜷 V,・.'..一,一

羅
繕

一 毅 繕1戴 ÷{轟

鎌雛1
地名 その他 の地名

,図2,図4,図5と 対 応;

籍 織 　灘
一一一秋篠村域 小字 小字地名

図7地 名の分布 と現 地比定(ア ル ファベ ッ トは表3

原 図は明治18年 測量2万 分の1仮 製 地形図

X

【

愛

穐

・
餐

型

-

ロ
　
コ
ロ
ロ

ロ

「
,』
監

12

㍉

,
"
噌

攣

旧　ギ

藻

9

甜

翻蟻

到

露

践
編
謬

奈良 ・西大寺村 図幅)

の面か らも確認 したい.す なわち,秋 篠寺か らまっす ぐ南下する道PLは,ち ょうどこの

二つの主題の間にあることもあって,絵 図の東西方向(天 地)の 中心に配され,軸 線とし

て機能 している.ま た,南 北方向の中心には後者の争点が置かれているのである.

次に,こ の絵図では図像と彩色によって土地利用が分類されて示されている.そ の分類

を読み取 ったのが,図2で ある.ま ず,遠 樹表現は,秋 篠寺に西接する山と西大寺の西方
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にある山々に施されている.前 者は,の ちに嘉元元年8月 の裁定で壇木乳木料所 として秋

篠寺の領有権が認められる秋篠寺敷地寺山,後 者は同年10月 に西大寺が秋篠寺の用益権を

ただ一カ所排除 しようとする西大寺山(だ と秋篠寺も認識 していた部分 ,の ちに西大寺は

その北方をも主張する)を 描いたものと考えられよう.ま た ,こ れらとは異なる独立樹の

表現は5カ 所にみられる.他 の二つの絵図と比較 してみると,秋 篠寺の西南方に見えるも

のは八王子社,京 内一条に北接 して並ぶ西方の二つは弁財天と本願御社 ,西 大寺の北にあ

るものは十五処明神,と いずれも神社(な いしはその杜)を 描いたものと考えられる.そ

こで,秋 篠寺の西北方に在家の陰になっているものは特定できないが ,こ れ も神社(の 杜)

を表現 している可能性がある.

この絵図は殆どの図像が西を上に して描かれており,絵 図自体の上(天)も 西であるこ

とがわかる.し かし,例 外もある.例 外の箇所は ,図2に 矢印で併せ示 した.ま ず,秋 篠

寺と西大寺の寺内は築地など北を上に して描 く記載方向もみられる.さ らに堂は基本的に

北を上に斜め左(西)か ら描かれており,他 とは大いに異なっている.ま た,秋 篠寺より

北の大川C・ 押熊Bの 集落に当たる在家を描 く記載方向は,西 を上にしてやや斜め左(南)

からのものである.と くに,● で示 したものは棟(屋 根)を 真上から描いている.こ れに

対 し,絵 図2・3で は在家を横か ら見ている.在 家の図像表現 として他の中世絵図にも一

般的に見受けられるのは,後 者の方である.30そ こで,絵 図1に おける在家の図像表現は ,

少なくとも管見の範囲で他の中世絵図にはみ られない特徴的表現であると言える.さ らに

在家に随伴する樹々も北を上にして描かれている.

次に,絵 図2の 解読に移る.

先ほどと同様に文字や図像を記載する方向の分布を図4に 示 した.こ の図を見ると,本

絵図も西を上にする方向が主流を占めていることがわかる.そ こで,こ の絵図 も西が天で

あると言ってよい.し か し,菅 原山M,鳥 見山,戌 亥山の場合,樹 々の図像表現は西が上

であるが,文 字注記は北が上となっている .他 に樹々の表現は,敷 地山と東山Oと 鎮守N

の箇所にある.最 後者は他より詳細に表現 されており,単 に山を描いたものではなく,鎮

守の杜を表現 しているのであろう.こ れを除いた5カ 所の山は 嘉元相論時に西大寺が秋

篠寺の用益権を認めた薪林以下11カ所の山林の一部であり,3Dこれ らに囲まれ,西 大寺山,

内山と記載された部分こそ,同 じく嘉元相論時に西大寺が秋篠寺の用益権を拒んだ西大寺

山の範囲であると考えられる.こ の点は既に第2章 で指摘 した.こ の範囲内には阿弥陀山

寺跡など東を,八 王子社のように北を上にする方向などが混在 しており,他 とは全 く異なっ

ている.こ の部分は,西 を上にする基本的な記載方向か らずれているわけで ,「西大寺山」

というひとまとまりの区域として描 こうとする主張が見て取れるようにも思える.し かも,

「山」であるにもかかわらず,八 王子社付近など一部を除き,樹 木表現が施されていない.

この部分こそ,絵 図2が 描こうとした主題だったのであり,第2章 の指摘を記載方向など

の面からも確認できると言えよう.絵 図1と ほぼ同範囲を描きなが ら,絵 図1で 軸線であっ

たPLが やや東にふれているのは,こ の主題を大きく描いたためである .

記載方向などの違いで区分される 「西大寺山」の部分は,「 内山」 とも記 されている .

これらを 「内」と表現することによって ,そ の周囲は外として分別される.西 大寺山 ・内

山に特に注目するならは,こ の絵図では内一外 という二分された世界像の表現が見いださ

れるといえよう.32)以上の解釈を図4に 併せ示 した.

なお,弁 財天は,表1の 絵図13～15を 含め,絵 図3で は本願天皇御山荘跡Gの 北にある

のに,こ の絵図では西に描かれている.前 節で も指摘 したが,京 内一一条を一条北大路に比
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定すると,興 正菩薩御墓Hと(鋳 物師)池1は 南に描 くべきであるのに,な ぜ京内一条の

北に配 したかという問題を含め33)こ の点は後考に待ちたい.

最後に,絵 図3は,絵 図1・2に み られた記載方向の不統一性が姿を消 し,北 が上にな

るように整理されている.そ のため,我 々には理解 しやすいのであるが,中 世の絵図にとっ

てむしろその方が異質であるといわなければならない.絵 図1・2の 場合,絵 図の内部に

身を置くならば,様 々な記載方向 も解釈可能であり,こ れこそ近代以前の絵図の特徴だか

らである.そ れに対 し,絵 図3は 絵図の外部から見て解釈できる.北 を上に置き,手 前一

下一南側から理解できるようになっている.す なわち,西 大寺側から秋篠寺の方を見た方

向で描かれており,西 大寺側が作成 したことと符合する.

おわ りに

小稿を終えるにあたって,今 後の検討課題を挙げておきたい.第3章 で問題として残 し

た京内一条や今回試案す ら示せなか った地名 ・地物(四 王堂谷,敷 地山など)に ついて現

地比定を試みる,な ど本稿の考察を精緻化することは勿論として,よ り発展的な課題を2

点に絞 って述べておく.

第一一の課題は西大寺蔵 ・旧蔵絵図全体(表1)を 詳細に考察することである.そ して,

その中に今回若干解読 した相論絵図を位置づける必要がある.34)

さらに,今 回対象とした相論絵図は,3枚 も残 っていることのみならず,相 論の当事者

双方によって作成 された絵図がそれぞれ知 られることでも稀有の存在である.相 論の過程

において絵図が果た した役割をも考察できる可能性があり,こ のような面か ら検討を加え

ることが第二の課題 として挙げられる.こ れは,絵 図の史料批判のために必要なものと考

えられるからである.

以上の点を今後の課題としなが ら,引 続き個別絵図の分析を積み重ねる必要がある.

付 記

絵図の所蔵者であ る西大寺,東 京大学文学部国史研究室の関係者の方 々には絵 図の熟 覧等に際 して

お世 話にな った.さ らに現地調査 では秋篠寺堀 内祥永住職,秋 篠 町在住胎 中廉啓 氏な ど,多 くの方 々

にご教 示 ・ご協力 いただいた.ま た,葛 川絵図研究会 の例会 で1986年8月,翌 年4月 に本研究の主旨

を 口頭発 表 した際に,会 員 諸氏か ら貴重 なご助言 を賜 った.こ れ らの方 々に深甚の謝意を表 します.

なお,本 研究 は奈良 大学 よ り与え られた1986年 度特別 研究補助費(研 究代表者野崎清孝教授)に よる

成果の一部 であ る.

註
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で は考察の対象 に加えな い.従 来の研究で両絵図 は,鎌 倉末期相論の過程 において果た した機能,
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筆写 され る際に手本 とされた原絵図に議論が集中 して いる.相 論 との関係 について筆者 自身 も成案

を持 ち合わせていない.今 後の検 討課題 と したい.
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9)大 井重二郎 「大和 国添下郡京 北班田図について」『続 日本紀研究』6-10・11,1959な ど.

10)太 田順三 「西大寺の領域 的支配の確 立と絵 図」竹内理三博士古稀記念会編 『続荘園制 と武家社会』

吉川 弘文館,1978

11)橋 本義則 「西大寺 古図 と 『称徳 天皇御 山荘 』」『平城京右京一条北辺四坊六坪発掘調査報告』奈良

国立 文化財研究所,1984
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き,院 の側近 との縁 を利用 して再度相論 を起 こ した とい う(301-2頁).

14)西 岡編,前 掲書表1注1).こ れ は西岡虎之助 による写 しの写真であるが,大 過 は ない.1987年

度 中に寄託先の東京大学史料編纂所 によ り中世絵図 の写 真集 が とりあえず大和 国について出版 され

る予定 である.出 版後 はその写真を見て いただ きたい.な お,図1,3の トレース図版は原本によ

り作成 した.

15)意 訳 してみ ると"論 所の部分 は絵図間 に相違 はない.し か し,「山岳 」の部 分 が異 な って いる.

その理 由は,(こ の絵図が)(秋 篠寺が)知 行 して いる 「山池 」 を詳 しくは描 か なか ったか らだ と

(秋篠寺 は)言 って いる.そ ういう訳で 「山岳 」の部分 が異 な っているのである."と な る.こ の

なかで()で 補 った部分は 「秋篠寺」で はな く 「西大寺 」である可能性 もあるが,秋 篠寺 が作成

した絵図 に貼 られて いることか らして,「 秋篠寺」 と解釈 す る方 が無 難 であ ろ う.ま た,「 山岳 」

「山池」 とは正安相論の争点 「山池所務篇」 と関連す ると考 え られ る.

16)と は言 って も,こ の貼紙は院の官吏 によって審理時 に書かれ たその もので はない.と い うのは,

この絵図 自体は,先 に も指摘 した ように,端 裏書 ・題箋か らして秋篠寺か ら西大寺 に提 出 された も

のだか らであ る.の ちに述べ る付箋 とともに,院 における審理 の内容を西大寺の方 で この絵図 に貼

紙の形で記 しお き,付 しておいた ものであ ろう.秋 篠寺 は当然院 にもこの種の絵図 を所 進 したに違

いな いが,相 論相手の西大寺に も提出 してい ることは,相 論の審理 にお ける絵図 の一般 的あ り方 を

考え る際,示 唆深い.

17)付 箋が秋篠 寺側の主張 と,そ れに対す る西大寺側の答弁を記 して いることは,こ の絵 図が秋篠寺

が作成 した ことと対応す るのであ ろう.但 し,こ の付箋 も院の官吏が作成 した もので はな く,西 大

寺側が記 しおいた もの と考え られ ることは先に指摘 した.

18)r日 本荘 園絵 図集成 』上,解 説,211頁.な お,西 大寺山 と内山につ いて も太 田,前 掲論 文10),

293頁,が 既 に指 摘 して い る.

19)絵 図2に ついて太田は絵図1に はない鋳物 師池が加わ って いることか ら絵図1よ り多少の ちに作

成 された と考 えている(『 日本荘園絵 図集成 』 上,解 説,210頁).池 に新造 の可 能 性す ら考 え る

太田を批判 して,橋 本 は,池 は周辺の領有 を主 張す る根拠の一つ と して描かれた とみ られ,絵 図1

に描かれな くとも不審 はない とする 〔前掲11)52頁 〕.妥 当な見解であ る.橋 本 は絵 図1・2と も

「完全 に対 をな し,嘉 元元年 の相 論に於て作成 された」 と考えてい る.

20)橋 本,前 掲論文11)53頁.他 に西大寺V付 近 の 「一条」「二条」な ど も追筆 とい う.
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21)西 大寺 目安案(西 大寺文書).絵 図3は 元来 この史料 とほぼ同時 に作成 され たと考 え られて いる.

橋 本,前 掲論文11)53頁.

22)r鎌 倉遺文』21669号 文書 に 「秋篠山,又 号戌 亥山 千町 」 とあ る.

23)『 平城村史』平城村 史編集委員会編 ・発行,1971,69頁.秋 篠 区有文書採訪記録 に見える 「秋篠

村絵図」(『東京大学史料編纂所報』14,1980,56頁)も これを指す と思われ るが,残 念 なが ら現在

写 しのみ伝え られて いる.

24)E泉 森咬 「阿弥陀山寺の調査 」r青陵』19,1972;G奈 良国 立文化財研究所,前 掲11)発 掘 調査

報告書;Nr奈 良市埋蔵文化財調査報告書 〈昭和59年 度〉 』1985,奈 良 市教育委員会編集 ・発行,

34-36頁.

25)橋 本,前 掲論文11)58-60頁.他 に赤皮 田池の現地比定 については野崎清 孝の 論考 があ る.『 伏

見 町史』伏見町史刊行委員会,1981,572-3頁.

26)八 王子社 は,絵 図1に は第4章 で指摘す るよ うに杜の みで表現 され,西 大寺作成 の他 の2枚 に見

えることか ら,西 大寺 と関係深 い神社 と考 え られ る.絵 図1の 表現か らその存在が 考え られる宮 ノ

後,平 田付近の谷(図7)に 現在該 当す る神社 はない.寛 政期 の秋篠寺伽藍絵 図(r大 和古寺 大観 』

第5巻,岩 波書店,1978,10頁)に 寺の東 に 「八王子森 」が見 える.現 在 当地 は土 用塚 と呼ばれ,

堅牢地神社が鎮座 して いる.古 老 によれば,こ の社 は野神 さんであるとい うが,か つて大池の西に

あ った水の神 を移 した もの と もい う.更 に神社の脇 に現在 明治16年 大池築造 の碑 が立っ.こ の大池

は,先 に八王子社の故地 と想定 した谷の最上流部 に位 置する.碑 文に依 れば明治の築造 とい うが,

それ以前 にあ った小規模 な池 を統合 して作 られた可能性 もある.そ こで,「 八王子 社 」は寛 政期 ま

でに大池以前 の池が築造 された際に,土 用塚 に遷座 した ものと一応考 えておきたい.

27)例 えば,橋 本,前 掲論 文11),56頁

28)西 大寺資財流記帳 『寧 楽遺文 』中巻所収.但 し,当 時北辺坊 は未だなか った と考えた場合であ る.

29)『 伏見 町史 』ではこの集落 を一条北 大路 の北 に比定 して いる(560-1頁).

30)板 倉勝高 「尾張国富 田庄 を例 とせる 日本庄 園の村 落構造 一第1報 ・その地 理学 的研 究 一」r東 北

地理』5-1,1952は4枚 の絵図に限 られるとはいえ,各 絵図の建造物 の図像表現を比較 ・分類 し

てい る.こ れは ランガー ジュ研 究に通 じる ものであ り,今 後進展 させるべき研究方向であ る.

31)但 し,「戌 亥山」とは相 論のそ もそ もの対 象であ って,本 来一千町の面積が あ り,西 大 寺 山など

を含めた付近の山々の総称 と考え られる.11ヵ 所 山林 の一部 との指摘は,絵 図2で 指示 された中山,

押熊西方 付近 の山 として扱 った ものである.

32)さ らに,嘉 元相 論で この 「内」の部 分は,「 鎮守」Nの 杜の他に も,西 大寺 山 と して戌 亥 山一千

町のなかで唯一秋篠 寺の通用を認め られない と西大寺は主張 していたのであ った.そ の他の戌亥山

は通用を認めるいわば俗的世界であ り,そ れ と西大寺々中 とい う極めて聖的世 界の間に緩衝地帯を

設 けよ うと した主張であ るとも言えよ う.こ れは西大寺側の論理であ るが,秋 篠寺に とって も,秋

篠寺 とい う聖的世 界の外延部に秋篠 寺敷地寺山 とい う領 有権 も持つ緩衝地帯が位置 し(西 大寺が作

成 した絵図2で は山容のみが描かれ,文 字注記はない),そ の周囲に通用を認め られ た戌 亥山が 広

が って いたのであ る.そ して,い ずれの緩衝地帯 も相 手側の用益を認めない ことで寺中の聖的性格

を保 とうと した と解釈で きる.西 大寺山 ・内山を戌亥山一帯全体に位置づけ るな らば,各 寺につい

て聖的世界を中心に,緩 衝地帯,俗 的世界 と三分 された世界像が二重に複合 した形す ら見て取れ る

と言え よう.

33)こ の問題について橋本は絵図 自体の誤 りと考えてい る 〔前掲11)56頁 〕.し か し,絵 図 研 究 と し

て は単純 に誤 りと して片付け るわ けにはいかない.そ こに絵図の作成 目的 と関わ る作為の ・∫能性す

ら考え るべ きであ ろう.あ くまで一つの解釈にすぎないが,先 に も指摘 した緩衝地帯 と しての西大
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寺 山 地 区 に 聖 的 性 格 を 倍 加 さ せ る た め に,敢 え て 西 大 寺 山 の 部 分 に 取 り 込 ん だ と も 考 え ら れ よ う.

34)特 に 註5)で 述 べ た 京 北 班 田 図 と の 関 係 に つ い て の 考 察 は 緊 要 で あ る.

Summary

ThepresentpaperdealswithSaidaijiAkishinoderaSouronEzu
,threemaps

drawninthelawsuitsbetweentheSaidaijitempleandtheAkishinoderatemple

inearlyfourteenthcentury.Theauthorhasconsideredthedatebycomparing

andanalyzingthemapsymbolsinthesethreemaps,understoodthemandapproached

thecosmologyorspatialcognition.

Thefirstezu(renderedinFigure1),whichwasmadeabout1302,hasbeen

drawnasifmapsymbolswereviewedfromtheeast.Onthesecondezu(Figure

3),whosedateisabout1303,thedirectionofrepresentationofalmostallsym-

bolsorcharactersisalsofromtheeast.ButthedirectionoftheminMt.Sai-

daijivaries.TheSaidaijitempletriedtolimittherightoflandusebythe

AkishinoderatempleintothisMt.Saidaijiareathroughthelawsuit.Wecan

findtherepresentationofinnerworldinthisareaofezu.Ontheotherhand ,

thethirdezu(Figure5),whosedateisabout1317,wasdrawnasifsymbols

wereviewedfromthesouth,thedirectionoftheSaidaijitemple.Thismeans

thatitwasmadebytheSaidaijitemple.

WemuststudyothermapswhichareownedorhasbeenownedbytheSaidaiji

temple.


